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 井縄県医師ム

都道府県医師会長殿

 「平成20年度妊婦健康診査臨時特例交付金の運営について」の一部改正

 並びに「妊婦健康診査の実施について」の一部改正について

 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

 さて、今般、厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課より、標記の件につい

 て周知、協力方依頼がありました。

 妊婦健康診査の実施につきましては、妊婦の健康管理の充実と経済的負担の軽減
 を図り、安心して妊娠・出産ができる体制を確保することを目的として、妊婦健康

 診査臨時特例交付金により運営されておりますが、平成23年4月 1日から性器ク

 ラミジア検査が標準的な検査項目に追加されたことに伴い、「平成20年度妊婦健

 康診査臨時特例交付金の運営について」の一部改正、並びに「妊婦健康診査の実施

 について」の一部改正がなされました。

 なお、本通知の中で性器クラミジア感染の検査の実施時期については妊娠30週

 頃までに1回実施することと示されております。

 つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、引き続き妊
 婦健康診査の円滑な実施に向け、貴会管下郡市区医師会並びに貴会管下会員ヘの周

 知、協力方よろしくご高配のほどお願い申し上げます。
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